
基本診療料の施設基準等及び特掲診療料の施設基準等に関する事項

１、入院基本料に関する事項

　一、　　当病院では、１人の看護職員の受け持ち入院患者数は、１日平均で、10人以内です。また、看護職員

　　　　　 のうち、７割以上は看護師です。

２、付添看護に関する事項

　一、　　当病院では、患者様の負担による付添看護を行っておりません。

３、入院時食事療養に関する事項

　一、　　入院時食事療養（Ⅰ）の届け出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時

　　　　　 （夕食は１８時以降）、適温で提供しています。

厚生労働大臣が定める院内掲示が必要な手術の件数　　　　　　　　　　令和7年１月１日～令和7年12月31日

　１、区分１に分類される手術 手術の件数 手術の件数

　　ア　　頭蓋内腫瘤摘出術等 　　　　　０件 　　イ　　黄斑下手術等　　　　　　　　　　　　　　０件

　　ウ　　鼓室形成手術等 　　　　　０件 　　エ　　肺悪性腫瘍手術等　　　　　　　　　　　　　　　０件

　　オ　　経皮的カテーテル心筋焼灼術 　　　　　０件

　２、区分２に分類される手術

　　ア　　靭帯断裂形成手術等 　　　　　０件 　　イ　　水頭症手術等　　　　　　　　　　　　　　０件

　　ウ　　鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 　　　　　０件 　　エ　　尿道形成手術等　　　　　　　　　　　　　　０件

　　オ　　角膜移植術 　　　　　０件 　　カ　　肝切除術等　　　　　　　　　　　　　　０件

　　キ　　子宮附属器悪性腫瘍手術等 　　　　　０件

　３、区分３に分類される手術

　　ア　　上顎骨形成術等 　　　　　０件 　　イ　　上顎骨悪性腫瘍手術等　　　　　　　　　　　　　　０件

　　ウ　　母指化手術等 　　　　　０件 　　エ　　バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）

　　オ　　内反足手術等 　　　　　０件 　　　　　　　　　　　　　　０件

　　キ　　同種腎移植術等 　　　　　０件 　　カ　　食道切除再建術等　　　　　　　　　　　　　　０件

　４、区分４に分類される手術

　　　　　 胸腔鏡下または腹腔鏡下による手術　　 ０件

その他の区分に分類される手術

　５、人工関節置換術 ０件 　　６、乳児外科施設基準対象手術　　　　　　　　　　　　　　０件

　７、ペースメーカー移植術 ８件 　　８、ペースメーカー交換術　　　　　　　　　　　　　　４件

　９、冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないものを含む。）及び体外循環を要する手術　　　　　　　　　　　　　　０件

　１０、経皮的冠動脈形成術

　　　　急性心筋梗塞に対するもの １件 　１３、胃瘻造設術 ０件

　　　　不安定狭心症に対するもの １件 　１４、胃瘻閉鎖術 ０件

　　　　その他のもの ３件

１１、経皮的冠動脈粥腫切除術 ０件

１２、経皮的冠動脈ステント留置術

　　　　急性心筋梗塞に対するもの ３件

　　　　不安定狭心症に対するもの ４件

　　　　その他のもの １２件



基本診療料の施設基準
 ・一般病棟入院基本料 （内訳等）　急性期一般入院料6 （一般入院）第１９９号

様式10の6・90日を超えて入院する患者の算定：有

 ・地域包括ケア病棟入院料２ （内訳等）　　看護職員配置加算 （地包ケア２）第２６号
 ・救急医療管理加算 （救急医療）第５号
 ・診療録管理体制加算３ （診療録）第３７号
 ・医師事務作業補助体制加算１ （内訳等）　区分：２０対１補助体制加算 （事補1）第３号
 ・急性期看護補助体制加算 （内訳等）　区分：２５対１（看護補助者５割以上） （急性看補）第５８号

 看護補助体制充実加算1

 ・重症者等療養環境特別加算 （重）第６５号
 ・医療安全対策加算２ （内訳等）　医療安全対策地域連携加算２ （医療安全２）第４２号
 ・感染対策向上加算２ （内訳等）　連携強化加算 （感染対策２）第１２号
 ・データ提出加算１ （内訳等）　　２００床未満 （データ提）第４０号
 ・入退院支援加算１ （内訳等）　　入院時支援加算 （入退支）第１２８号
 ・看護職員処遇改善評価料６２ （看処遇６２）第１号

特掲診療料
 ・糖尿病合併症管理料　 （糖管）第４号
 ・院内トリアージ実施料 　　（トリ）第１３号
 ・がん治療連携指導料 （がん指）第１６号
 ・医療機器安全管理料１ (機安１）第１３号
 ・検体検査管理加算（Ⅱ） （検Ⅱ）第５４号
 ・CT撮影及びMRI撮影 （Ｃ・Ｍ）第１９２号
 ・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ） 　　　（心Ⅰ）第２０号
 ・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） （脳Ⅱ）第１９２号
 ・運動器リハビリテーション料（Ⅰ） （運Ⅰ）第８７号
 ・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） （呼Ⅰ）第９８号
 ・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術（電池交換を含む） （ペ）第８０号
 ・大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）   （大）第２８号
 ・夜間休日救急搬送医学管理料 （夜救管）第１８号
 ・救急搬送看護体制加算 （救搬看体）第４号
 ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算 （胃瘻造嚥）第１２号
 ・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト （歩行）第２８号
 ・下肢末梢動脈疾患指導管理加算 （末梢）第１７号
 ・人工腎臓（慢性維持透析を行った場合１） （人工腎臓）第１１号
 ・導入期加算１ （導入１）第７号
 ・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算（内訳等）慢性維持透析濾過加算 （透析水）第４８号
 ・外来化学療法加算2 （外化2）第３４号
 ・外来腫瘍化学療法診療料2 （外化診2）第１号
 ・せん妄ハイリスク患者ケア加算 （せん妄ケア）第４号
 ・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） （外在ベⅠ）第１８９号
 ・入院ベースアップ評価料６０ （入ベ６０）第1号
 ・医療DX推進体制整備加算 （医療DX）第６６３号

入院時食事療養
 ・入院時食事療養（Ⅰ） （食）第４１７号



　　　地方独立行政法人　北松中央病院では、患者様個人の人格を尊重する医療機関として、業務上知り得た全ての個人情報を、

　　　個人情報保護法及び院内規定（地方独立行政法人　北松中央病院個人情報保護規則）に則り、下記の通りに取り扱い、

　　　患者様等から信頼される医療機関であるよう努力していきたいと考えております。

１．　当院では、患者様の個人情報を下記の目的で利用させて戴きます。下記の内容は、同意があったものとして取り扱いをさせて

　　　戴きます。 これ以外の目的で利用させて戴くことが生じた場合には、改めて患者様等の同意を戴きます。尚、下記の項目で、

　　　不都合がありましたら遠慮なくナースステーションへお申し出下さい。できるだけ患者様のご意向に沿うよう最大限の努力を

　　　させて戴きます。

　◆病院内での利用目的

　　Ａ：患者様に提供する医療サービス　 　  　  　       Ｂ：医療保険事務   Ｃ：入退院の病棟管理        Ｄ：医療事故等の内部報告

　　Ｅ：会計・経理           Ｆ：当該患者様の医療サービスの向上   Ｇ：外線電話のお取次ぎ

　　Ｈ：お見舞い・面会のご案内 I:その他訪問看護ステーション・居宅支援事業所との連絡

　◆病院外への情報提供

　　Ａ：他の病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等との連携　　　　

　　Ｂ：他の医療機関等からの照会への回答 Ｃ：患者様の診療の為、外部の医師等の意見・助言を求める場合

　　Ｄ：検体検査業務の委託・その他の業務委託 Ｅ：ご家族への病状説明     Ｆ：その他、患者様への医療機関に関する利用

　　Ｇ：当院での医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務及びその委託   Ｈ：審査支払い機関へのレセプト（診療報酬

　　明細書）の提出 Ｉ：審査支払い機関または保険者からの照会への回答    Ｊ：企業等から委託を受けて行う健康診断等

　　における、企業等へのその結果の通知 Ｋ：医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体・保険会社等への

　　相談または届出等 Ｌ：公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出・照会への回答

　　Ｍ：審査支払機関又は保険者への照会　　　Ｎ：その他、医療・介護・労災保険及び、公費負担医療に関する診療請求のための利用

　◆その他、医療機関の管理運営業務に関する利用

　　Ａ：医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料　　　　　　 Ｂ：当院内で行われる医療実習への協力

　　Ｃ：医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究 Ｄ：外部監査機関への情報提供

２．　当院では、誤認（患者様取り違え等）防止の医療安全上の観点から、患者様のお名前を下記の通りに取り扱いさせて戴きます。

　　Ａ：外来待合室、診察室、検査室、病棟病室内、院内薬局、会計窓口ではお名前をお呼び致します。

　　Ｂ：病室の入り口及び、ベッド、点滴等の医薬品には、お名前を表示致します。

　　Ｃ：緊急を要する場合には、患者様あるいはそのご家族、お付添いの方を院内放送でお呼びすることがあります。

　　Ｄ：上記３項目（2－Ａ、2－Ｂ、2－Ｃ）でご都合の悪い方は、遠慮なく職員へお申し出下さい。その際、できるだけ患者様の

　　　　ご要望にお応えすべく、最大限の努力をさせて戴きます。

３．　当院では、上記項目１，２以外で、ご本人の承諾がない限り、個人情報を第三者に提供することはありません。

４．　患者様の個人情報は、いつでも開示・訂正・追加または、削除のお申し出ができます。お申し出があった場合には、

　　　ご本人であることを確認し、登録された情報の開示・訂正・追加・削除を院内の委員会で検討を行います。

５．　適応除外について

　　　当院では、患者様の個人情報を上記の通り適正に取り扱いますが、（Ａ）法令等に定めがあるとき、（Ｂ）ご本人様または

　　　第三者の生命、身体又は、財産の保護のために必要と判断した場合に、緊急かつやむを得ない時のいずれかに該当する

地方独立行政法人　北松中央病院における
個人情報の取り扱いについて

記



　　　場合には、上記の取り扱いを適応しない場合がありますので、予めご了承下さい。

６．　 ビデオカメラの設置

　　　当院は、防犯上の観点（不審者・不審物等）から出入り口に２４時間録画付きビデオカメラを設置しております。

７．　個人情報の安全管理

　　　当院では、患者様からお預かりした個人情報について、漏洩・滅失・盗難又は毀損を防止するために、厳重な

　　　安全管理対策を実施致します。尚、業務遂行上、やむを得ず個人情報の取り扱いを外部に委託する場合には、必ず

　　　地方独立行政法人　北松中央病院と個人情報保護に係る契約を結んだ、信頼のある業者に委託します。

　　　また職員全員からも誓約書の提出を義務づけております。

８．　お問い合わせ窓口

　　　当院における個人情報の取り扱いに関しまして、ご質問等がある場合には地域連携室又は、医療相談室までお尋ね下さい。

９．　個人情報保護の院内規定の変更

　　　この規定で、不具合が生じ問題が発生した場合は、その都度検討し、患者様の不利にならないように内容の変更をする場合が

　　　あります。

１０．平成１７年４月１日開始　　　４月２０日改正　　５月３１日改正　　平成２３年６月６日改正　　平成２９年10月改正　　　　

　　　令和2年8月改正　令和３年４月１日改正

　　地方独立行政法人　北松中央病院　　理事長



　　　　　　　　　　　　　　０件

　　　　　　　　　　　　　　０件



（一般入院）第１９９号

（地包ケア２）第２６号

（急性看補）第５８号

（医療安全２）第４２号
（感染対策２）第１２号

（データ提）第４０号
（入退支）第１２８号
（看処遇６２）第１号

　　　（心Ⅰ）第２０号

（胃瘻造嚥）第１２号

（人工腎臓）第１１号

（せん妄ケア）第４号
（外在ベⅠ）第１８９号

（医療DX）第６６３号



  Ｈ：審査支払い機関へのレセプト（診療報酬

   Ｊ：企業等から委託を受けて行う健康診断等


